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第１章 計画の趣旨 

１ 計画の目的 

平成30年６月に自転車活用推進法第９条に基づく「自転車活用推進計画」が閣議決定さ

れ、令和２年３月には「鹿児島県自転車活用推進計画」が策定されるなど、近年自転車活

用の機運が高まってきています。 

本市においては、全国唯一の国立の体育系大学である鹿屋体育大学が所在するとともに、

同大学自転車競技部が毎年各種大会で上位入賞を果たしていることや、適度な起伏があり

比較的交通量が少ない道路が多く、2001年から始まったツール・ド・おおすみサイクリ

ング大会をはじめとする各種サイクリングイベントが実施されていること、平成27年10

月に鹿屋初となるプロスポーツチームである「CIEL BLEU KANOYA（シエルブルー鹿

屋）」が発足し、国内はもとより世界で活躍していること、また、平成29年３月に霧島ヶ

丘公園サイクリングロードが整備され、平成30年３月には霧島ヶ丘公園マウンテンバイク

パークが整備されるなど、「自転車を見る」「自転車に乗る」「自転車に触れる」環境が整っ

ています。 

このような中、本市において健康づくりや自転車事故のない安全・安心な社会の実現、

観光振興や地域活性化など、積極的に自転車を活用したまちづくりを推進することを目的

として、「鹿屋市自転車活用推進計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の期間 

本計画は、長期的な展望を視野に入れつつ、令和３年度から令和５年度までの３年間を

計画期間とします。 

※ 「鹿児島県自転車活用推進計画」の期間が令和２年度から令和４年度まで（３年間）

であるため、国及び県の推進計画を勘案して市の計画を策定することとします。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、自転車活用推進法第11条に基づき策定するものです。 

また、本計画は第２次鹿屋市総合計画（第２期鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

や各種関連計画との整合を図った、本市における自転車施策に関する最上位計画として位

置付け、鹿屋市全域を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿屋市自転車活用推進計画（Ｒ３～Ｒ５） 

第２期鹿屋市スポーツ推進計画 

（Ｒ３～Ｒ７） 

鹿屋市スポーツ関係施設等 

再配置計画 

（H28～Ｒ７） 

鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｒ１～R６） 

第２次鹿屋市環境基本計画 

（Ｒ２～Ｒ11） 

第 2 次鹿屋市健康づくり計画 

（第 2次かのやヘルスアップ 

プラン 21） 

（H26～Ｒ５） 

鹿屋市都市計画マスタープラン 

（H28～Ｒ18） 

第 11 次鹿屋市交通安全計画 

（Ｒ３～Ｒ７）※暫定 

霧島ヶ丘公園基本計画 

（H29～Ｒ３） 

自転車活用推進法 

（H29 施行） 

自転車活用推進計画 

（Ｒ３～Ｒ７）※暫定 

鹿児島県自転車活用 

推進計画 

（R２～R４） 

鹿屋市観光基本計画 

（H29～Ｒ３） 
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４ 計画におけるSDGsの取組 

 本市は、令和２年６月に策定した「総合計画における鹿屋市のSDGs達成に向けた取組

の推進について」において、総合計画で取り組む方向性は、国際社会全体の開発目標であ

るSDGsの目指す17の目標とスケールは違うものの、その目指すべき方向性は同様である

ことから、総合計画の推進を図ることでSDGsの目標達成にも資するものとしています。 

 本計画は、SDGsの考え方を取り入れて策定しており、SDGsの17の目標のうち「③す

べての人に健康と福祉を」、「⑪住み続けられるまちづくりを」、「⑬気候変動に具体的な対

策を」と深く関連する計画となっています。 
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第２章 自転車を取り巻く環境及び社会情勢 

１ 自転車の利用状況 

全国の自転車保有台数は、平成30年で約6,606万8千台、１世帯当たりの保有台数は

1.23台、鹿児島県では、約54万6千台、１世帯当たり0.75台と推計されており、本市

では、約3万8千台、１世帯当たり0.75台と推計されます。鹿児島県の１世帯当たりの

保有台数は、全国で長崎県、沖縄県に次いで低い水準となっており、都市部の平地面積

が少なく坂道が多いといった地域特性が影響しているものと推察されます。 

また、平成20年からの10年間で、鹿児島県の自転車保有台数は25.5%、１世帯当た

りの保有台数は0.19ポイント増加しており、これは、スポーツ車や電動アシスト車等の

販売台数の増加や健康増進、環境保全等自転車の利用スタイルが多様化していることが

要因と考えられます。 

「平成30年度自転車保有実態に関する調査報告書」（（一財）自転車産業振興協会）に

よると、使用者の男女別割合は男性が57.1%、女性が42.9%であり、年齢別割合は60

才代以上が最も多い21.3％、次いで40才代が20.2%、50才代が18.8％となっており、

50才以上の割合が増加しているという傾向があります。 

また、車種については、平成24年調査と比較すると、シティ車（軽快車）の割合が減

少し、スポーツ車や電動アシスト車の割合が増加しています。 

 

＜自転車保有台数及び一世帯当たりの保有台数＞ 

 平成20年度 平成30年度 

 自転車保有台数 
一世帯当たりの 

保有台数 
自転車保有台数 

一世帯当たりの 

保有台数 

全国 68,387千台 1.32台／世帯 66,068千台 1.23台／世帯 

福岡県 1,870千台 0.88台／世帯 2,199千台 0.99台／世帯 

長崎県 319千台 0.53台／世帯 314千台 0.56台／世帯 

鹿児島県 435千台 0.56台／世帯 546千台 0.75台／世帯 

鹿屋市 

※推計値 
27千台 0.56台／世帯 38千台 0.75台／世帯 

【出典】（一財）自転車産業振興協会「平成 30 年度自転車保有実態に関する調査報告書」

から作成 
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【出典】（一財）自転車産業振興協会「平成 30 年度自転車保有実態に関する調査報告書」

から作成 

 
【出典】（一財）自転車産業振興協会「平成 30 年度自転車保有実態に関する調査報告書」

から作成 

 

２ 移動のための利用交通手段 

平成22年国勢調査によると、鹿児島県の通勤・通学における自動車利用の割合は

66.9％、自転車利用の割合は9.0%となっています。平成２年からの20年間で見ると、

通勤・通学における自動車利用の割合については、平成２年からの20年間で15.3%増
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加した一方、自転車利用の割合は2.0%減少しています。 

また、「平成30年度自転車保有実態に関する調査報告書」（（一財）自転車産業振興協

会）によると、自転車を使用する目的は、買い物が最も多い50.9%、次いで趣味・遊び

が31.3％、通勤が22.9%、サイクリングが14.6%となっており、平成24年調査と比較

すると、買い物の割合には大きな変化はありませんが、趣味・遊びで1.8ポイント、通勤

で2.4ポイント、サイクリングで3.6ポイント増加しています。 

 

【出典】（一財）自転車産業振興協会「平成 30 年度自転車保有実態に関する調査報告書」

から作成 

 

 

３ 環境に優しく、健康に貢献 

自転車は環境負荷が少なく、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない環境に優し

い移動手段であることから、買い物や通勤・通学等の短中距離の自動車利用を自転車利

用へ転換することで、二酸化炭素排出量の削減等が期待されます。 

また、自転車は適正な運動強度を維持しやすく脂肪燃焼等に効果的であり、生活習慣

病の予防が期待できるほか、年齢を重ねた時の歩ける身体づくりに資するものです。一

方、子どもの体力・運動能力は依然として低い状況にあるとともに、積極的にスポーツ
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をする子どもとそうでない子どもとの二極化が顕著となっていることから、手軽に運動

できる自転車を活かし、身近でスポーツの楽しさや喜びを味わうことができる環境づく

りを進めることが重要です。 

令和２年３月に策定された「鹿児島県自転車活用推進計画」においても、自転車を活

用した健康づくりを推進することとされています。 

また、本市においても、先行して令和２年度から鹿屋市役所において「マイカーひと

やすみday」の取組が始まるなど、日常生活における自転車活用について関心が高まっ

ています。 

 

 
 

 

４ 観光振興に自転車利用が増加 

自転車を活用した「エコツーリズム」「グリーンツーリズム」「ヘルスツーリズム」「ロ

ングステイ」など、多様な取組が全国で行われています。 

本市においても、ツール・ド・おおすみサイクリング大会やかのやサイクルフェステ

ィバルなど、県外や市外のサイクリストも参加する様々なサイクリングイベントが開催

され、定着してきています。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

５ 自転車事故の状況 

警視庁の「平成30年における交通死亡事故の特徴等について」によると、平成30年

の全国における自転車乗車中の死者のうち、自転車側に法令違反が認められた割合は約

８割と高水準である等、利用者の安全意識の醸成が課題となっています。 

自転車の安全利用を図るためには、交通ルールの周知と安全教育を推進することが重

要であるとともに、消費者が安全性の高い製品を購入することや、購入後に定期的な点

検整備を行うことも重要です。 

サイクリストの声 

今の自転車はオシャレで、健康増進やダイエット効果もあり、遊び方が多

彩なところも魅力です。 
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また、自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安心して暮

らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として「かごしま県民のための

自転車の安全で適正な利用に関する条例」が平成29年３月に施行されました。 

本市における交通事故の状況は、平成21年から令和元年までの10年間で520件減少

（851件→331件）しており、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は４％～７％

で推移しています。 

 
【出典】「第 10 次鹿屋市交通安全計画」及び鹿児島県警への聞き取りにより作成 
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第３章 自転車の効果 

自転車利用には、健康づくりの効果があるとともに、自転車は、身近で便利で、環境に

やさしく、経済的な交通手段であると言うことができ、自転車の活用を推進することで、

地域社会の活性化に寄与することが期待されます。 
 

１ 健康づくりの効果 

自転車に乗ることは、生活習慣病の予防などに効果があると言われており、いつもの

移動を自転車に置き換えることで、日常の生活の中で無理をせず運動することが可能に

なります。 

（１）血糖値を下げ、糖尿病の予防に 

サイクリングによってインシュリンが正しく働き、糖尿病の予防にな

ることがわかっています。また、日常的に自転車に乗ることで、少ない

量のインシュリンで効率よく血糖値が下がることがわかっています。 

（２）コレステロールを下げ、動脈硬化の予防に 

日常的に自転車に乗ることで、善玉コレステロールが増加して血

液の流れがよくなり、動脈硬化・心筋梗塞などの生活習慣病の予防

になります。 

（３）体の免疫力ＵＰで強い体に 

普段から自転車に乗ることで、体内のリンパ球が増加して免疫力を

高め、病気に強い健康的な体をつくることができます。 

（４）抗酸化作用を高めていつまでも健康な体に 

日常的に自転車に乗っている人は、一般の人に比べて高い抗酸化

能力を持っていることが研究でわかっています。自転車に乗って抗

酸化能力を高め、いつまでも若々しい健康な体を目指しましょう。 

（５）体の余計な脂肪を落としてすっきりとした体に 

脂肪を燃焼させるためには、体内に十分な酸素を取り入れながら

体の大きな筋肉を動かし続ける有酸素運動がお勧めで、自転車や水

泳、エアロビクス、ウォーキング、ジョギングなどが有酸素運動の

代表です。 

（６）有酸素運動で心肺機能を高めよう 

有酸素運動を続けていくと心肺機能が上がり、運動をする前と比べて呼吸の乱れが

なくなったり、長い時間運動することができるようになったりします。 

（７）自転車に乗ってストレス解消 

サイクリングをすると精神的健康度が良好な状態になり、特に抑うつ症状に効果が

あるとわかっています。 
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コラム 効率よく自転車に乗るには 

  健康のために自転車に乗るには、自転車に乗る時間によって、運動の強度を変えるこ

とが効果的です。人それぞれ体力に違いがありますが、乗る人の感覚で運動の強度を

「軽く」「普通に」「やや強く」「強く」の４段階に分けてみます。 

 

① 30分乗る場合 

 

・「やや強く」の感じで走りましょう。 

・体力のない人や初めて乗る人は「普通に」から始めましょ

う。 

・体力に自信のある人やトレーニングを積んできた人は「や

や強く」～「強く」で走りましょう。 

 

② １時間以上乗る場合 

 

・時間が長いので「普通に」の感じで走りましょう。 

・体力のない人や初めて乗る人は「軽く」で走りましょう。 

・体力に自信のある人やトレーニングを積んできた人は「普

通に」～「やや強く」で走りましょう。 

 

  道は平坦なところばかりではありません。上り坂もあれば、下り坂もあります。行き

は快適に追い風でも、帰りは向かい風を受けてペダルを漕ぐことが大変な時もあります。

楽しくサイクリングをするためには、変速ギアを変えることにより負荷を調整できるマ

ウンテンバイク・クロスバイク・ロードバイクなどのスポーツ自転車がお薦めです。 

  

コラム 他にもいろいろサイクリングの特徴 

 ① 長時間の運動が可能 

   体重がサドルで支えられている自転車では、ランニングと異なり着地に伴う衝撃が

なく、また、同じ距離を走ったときの消費カロリーもランニングの約1/3と少ないた

め、長時間の有酸素運動が可能になります。 

 ② 筋肉への負担が少ない 

   自転車では、筋肉が縮むことだけでペダルが漕がれ、筋肉が引き伸ばさ

れながら力を出すことがないため、筋肉への負担も小さく、健康増進のた

めに有効です。 
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 ③ サルコペニア（加齢に伴う筋量の低下）予防に 

   年齢を重ねると、下半身の筋力が落ちてきます。体全体の2/3の筋肉量が下半身に

あると言われていることから、足腰の衰えを感じる前に自転車の練習をしてはいかが

でしょうか。 

 ④ 脂肪の代謝に効果的 

   長時間運動を行うことができる自転車は、筋肉の中で脂肪を燃焼

させるのに効果的な運動であることから、自転車に乗ることに慣れ

てきたら、休日を利用して遠出をしてみてはいかがでしょうか。 

 

【出典】（一財）日本自転車普及協会「自転車に乗って健康になろう」より作成 
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２ 近距離移動における利便性 

  自転車は、手軽に利用でき、渋滞等の影響もあまり受けることなく効率的に移動でき

ることから、５㎞程度であれば自動車やバスよりも早く目的地に到着できるという試算

があり、自転車は、身近で便利な交通手段であると言えます。 

  また、ほとんどの場所でマイカーのように駐車場を探す必要もなく、ドア・ツー・ド

アでの移動が可能です。 

  さらに、自分のペースで走りながら、まちの風景を楽しんだり、季節の移り変わりを

感じたり、心地よく移動できる交通手段です。 

 

【出典】国土交通省・警察庁「平成19年度新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会」

資料より作成 

 

３ 環境に優しい・地球温暖化対策 

  日本の平成30年度（2018年度）の二酸化炭素排出量は、平成25年度（2013年度）

と比較して全体的に減少していますが、部門別では産業部門（工場等）３億9,800万ト

ンに次いで、運輸部門（自動車等）が２億1,040万トンとなっています。 

  また、家庭からの二酸化炭素排出量（世帯当たり、用途別）では、「照明・家電製品な

どから」に次いで「自動車から」が25.5%と高く、部門別においても家庭部門は１億

6,570万トンの二酸化炭素を排出しています。 

  このような中、目的地まで１人を１㎞運ぶ場合、自動車はバスや鉄道と比べて多くの

二酸化炭素を排出しており、自動車の利用を自転車に置き換えることで、二酸化炭素の

排出を抑えることができます。 

  自転車は、自動車等と異なり、ガソリンなどの化石燃料を必要としないこと、粒子状

物質等の環境に影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないことからも環境に優しい交
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通手段であると言えます。 

 

 

 

【出典】国立環境研究所温室効果ガスイン

ベントリオフィスウェブサイト 

 

【出典】国土交通省 HP「運輸部門における二酸化炭素排出量」より作成 

 

４ 経済的な効果 

  自転車は、人力で動く乗り物であり、ガソリン代等の費用に加えて、税金や車検費用

等の維持費がかからず、車体本体の価格やメンテナンス費用、保険料等が自動車と比較

して安価であることから、経済的な交通手段であると言えます。 

0

18

54

96

133

0 50 100 150

自転車・徒歩

鉄道

バス

航空

自家用乗用車

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量(旅客)

CO2排出原単位[g-CO2/人㎞](2018年度)
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  また、自転車通勤を導入することによって、自転車通勤者のみでなく、事業者にも

様々なメリットがあります。 

 

通
勤
者 

通勤時間の短縮 自転車は近・中距離での通勤時間の短縮に効果的であり、

定時性にも優れています。 

身体面の健康増進 自転車通勤は内臓脂肪を燃やし、体力・筋力の維持・増進

に役立ちます。さらに、がんや心臓疾患による死亡・発症

リスクの軽減が期待されます。 

精神面の健康増進 自転車通勤は気分・メンタルの向上につながります。 

事
業
者 

経費の削減 通勤手当や固定経費などの削減につながります。 

生産性の向上 時間管理や集中力、対人関係、仕事の成果など、生産性の

向上が期待されます。 

イメージアップ 環境にやさしい、健康的といった事業者のイメージアップ

や社会的な評価につながります。 

雇用の拡大 従業員の自転車通勤を認めることで雇用範囲が広がり、雇

用の拡大につながります。 

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」においても、人との接触を低減

する取組のひとつとして、自転車の利用が推奨されています。 

【出典】国土交通省 HP「自転車通勤の拡大」より作成 

 

５ 地域社会の活性化 

  自転車の活用を推進することで、地域社会の活性化に寄与することが期待されます。 

自転車の活用により近距離の買物が増えれば、地域内での消費活動の拡大が期待でき、

商業事業者にとって顧客の自転車による来店は、ゆっくり買物をしてもらえ、買物量が

増加すること、駐車場のコスト負担を軽減できること、環境にやさしい企業アピールが

可能となること、駐車待ちの自動車を減らすことで街の環境改善が図れることなどがメ

リットとして意識されています。 

また、コミュニティレベルでの自転車利用のメリットについて、欧米においては、身

近な生活環境に関わる重要な要素として、コミュニティの受けるメリットが考察されて

います。 

さらに、自転車は周りに対してオープンで表情が伝わり、出会う人と互いに言葉を交

わすことも容易にできることから、自転車を活用する人が増えることは、地域に生活す

る人々の活発なコミュニケーションにつながることが期待できます。 
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コミュニティの受けるメリット 

エコロジー 環境に対する考え方についての地域的、短期的

影響及びエコロジーのバランスについての広域

的、長期的影響の差があるが、エコロジーの効

果がある。 

European Commission 

“cycling：the way 

ahead for towns and 

cities”第１章 

騒音と汚染の両方の面で街の生活環境の質への

悪影響がない。 

European Commission 

“cycling：the way 

ahead for towns and 

cities”第１章のコラム 

天然記念物や植生を保護する。 

街づくり 移動のため及び駐車のための空間が少なく、土

地利用の適正化を図れる。 

道路の体系を悪化させず、また、新規の道路基

盤の整備の必要性を小さくする。 

中心市街地の店舗、文化、レクリエーション活

動、社会生活などについての魅力を増進する。 

社会参加 安全なルートとこれによる人々の利用を通じ

て、コミュニティのより強固な絆を形成でき

る。 

英国の国家自転車戦略

（National Cycling 

Strategy） 

持続可能性の

ある観光事業 

自転車の広域の整備により、田園地域へのアク

セス可能性が高まり、観光事業の新展開が図れ

る。地方経済も利益を受ける。 

出典 各欄に記載 

【出典】国土交通省 国土交通政策研究所「都市交通における自転車利用のあり方に関す

る研究」 

 

６ 心身のリフレッシュ効果 

  自転車は、自分のペースで景色を楽しみながら走ることができることから、余暇活動

の手段として、サイクリングやポタリングを楽しむ人が増加しています。 

 

 
 

  

サイクリストの声 

自転車はきついというイメージがあると思いますが、季節の風や空気を感

じられ、気分も穏やかになれます。自転車に乗って、たくさんの人に健康

な体と健康な心になって欲しいです。 
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第４章 本市の特性と自転車利用環境 

１ 本市の概況 

（１）位置・地勢 

   本市は、大隅半島のほぼ中央部に位置し、市域面積は448.15㎢、鹿児島県総面積

9,187.06㎢の約５％を占めています。また、田・畑・山林等の自然的土地利用が、

市全体の約８割を占めています。 

   市の北西部は、豊かな自然に恵まれた壮大な高隈山系が連なっています。また、西

部は鹿児島湾に面した美しい海岸線が続き、南部は神代三山陵の一つである吾平山上

陵を有する山林地帯となっています。 

   高隈山系の南側には、国営第１号の畑地かんがい施設をもつ笠野原台地や肝属平野

が広がり、日本の食料供給基地としての役割を担っています。 

   また、本市には、国立大学法人鹿屋体育大学や県民健康プラザ健康増進センター、

平和公園、かのやグラウンド・ゴルフ場等の健康・スポーツに関する機関・施設が集

積しています。 

   さらに、吾平山上陵をはじめとする多くの史跡や日本最大級の規模を誇るかのやば

ら園、輝北天球館など、多様な観光・歴史・文化等の資源に恵まれています。 

 

 

 

 

【鹿屋市の位置図】 【鹿屋市の地勢図】 

鹿屋市 
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（２）地域資源 

① 国内有数の農林水産業地帯を形成 

温暖な気候や豊かな自然環境を生かし、さつまいも、茶、園芸作物などの農業をは

じめ、養豚、肉用牛等の畜産業、カンパチやウナギの養殖漁業などの水産業において、

高い産出額を誇る我が国の食料供給基地を形成しています。 

中でも、肉用牛、豚、カンパチなどは、国内トップクラスの産出額を誇っており、

これらの食材を使用した６次産業化の取組も進められています。 

また、本市は、市域の約51％を森林が占めており、スギ材・ヒノキ材などの林産物

の生産も行われています。 

 

② 健康・スポーツに関する機関等が集積 

   国立大学法人鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家、県民健康プラザ健康増進セ

ンターなど、健康・スポーツに関する特色ある機関・施設等が集積しています。 

国内有数の規模を誇るかのやグラウンド・ゴルフ場や串良平和アリーナ、平和公園

野球場等の多様な生涯・競技スポーツ施設が整備されており、NPO法人等によるスポ

ーツ振興の取組のほか、スポーツ合宿による交流も盛んに行われています。 

 

③ 豊かな自然や多様な観光資源 

   風光明媚な鹿児島湾（錦江湾）に面した美しい海岸線や森林生物遺伝資源保存林を

有する雄大な高隈山系などの豊かな自然、かのやばら園や輝北天球館、鹿屋航空基地

史料館、串良平和公園、吾平山上陵など、多くの観光資源・史跡に恵まれています。 

農泊（農山漁村滞在型旅行）や農林水産業体験などを行うグリーンツーリズム、戦

争遺跡を活用した平和学習、海岸線などの地形を生かしたサイクルツーリズムなどの

ニーズが高まっていることから、九州新幹線や東九州自動車道、志布志大阪航路など

の交通体系を生かしながら、多様な主体と連携した取組を進めています。 

 

④ 都市機能が集積する大隅地域の拠点都市 

本市は、大隅地域のほぼ中央に位置し、古くから多くの官公署や商業機能等が集積

する大隅地域の政治・経済・文化の中心として発展してきました。 

現在も、「県都」鹿児島市や鹿児島空港、志布志港等をつなぐ国道の結節点が市内 

あることから、国・県の機関や商業施設、文化・教育施設、医療・福祉施設等の集積

により、大隅地域の拠点都市として、中心的な役割を果たしています。 

 

（３）交通 

本市は、本土最南端へと伸びる大隅半島のほぼ中央に位置し、大隅地域の交通・産

業・経済・文化の拠点となっています。 

本市の公共交通機関の中心は、路線バスやコミュニティバスであり、鹿屋バス停留

所を交通結節点として放射状に大隅半島全域への路線バス網を形成しています。 
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市内を運行する路線バスは、東西方向の路線が多く運行されており、南北方向の路

線の運行本数は少ない状況です（鹿児島中央駅直行バス、空港バスを除く）。 

また、中心部の人口が比較的密集するエリアにおいても、バスが運行されていない

エリアが存在し、人口が比較的少ない地域においてもバスが運行されていないエリア

が広範囲に存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【道路網図】 

【都市計画道路の整備状況】 

（市街地中心、寿、西原地域） 

【都市計画道路の整備状況】 

（吾平地域） 
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（４）観光動向 

本市への観光入込客数及び宿泊者数は次のとおりとなっています。 

観光入込客数は、平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫の影響で、若干の減少が見ら

れますが、令和元年12月までは増加傾向にあります。 

また、宿泊者数についても、若干の増加傾向にあります。 

 
【出典】ふるさと PR 課「観光統計」より作成 

 
【出典】ふるさと PR 課「観光統計」より作成 
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２ 自転車利用環境 

 本市は、温暖な気候で豊かな自然や多様な観光資源に恵まれており、その特性を生かし

たサイクリングイベントが定期的に開催されています。また、全国でもトップクラスの実

力を持つ「鹿屋体育大学自転車競技部」や地域密着型プロサイクリングチーム「CIEL 

BLEU KANOYA（シエルブルー鹿屋）」があることなど、自転車によるまちづくりを推進

するうえで、他地域にない素材を有しており、自転車に適したまちであると言えます。 

 

（１）サイクリングコースの整備 

本市では、平成29年３月に手軽にサイクリングが楽しめるよう霧島ヶ丘公園内に１

周２㎞のサイクリングロードが整備され、平成30年３月には子どもから大人まで楽し

める霧島ヶ丘公園マウンテンバイクパークが整備されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【霧島ヶ丘公園サイクリングロード】      【霧島ヶ丘公園マウンテンバイクパーク】 

 

（２）サイクリングマップ等の作成 

   本市では、自転車によるまちづくりを推進するため、市内のサイクリングコースを

取りまとめた鹿屋サイクリングマップや、霧島ヶ丘公園マウンテンバイクパーク及び

サイクリングロードのパンフレット等を作成し、スポーツ施設や宿泊施設などで配布

しています。 

   
【サイクリングマップ】        【マウンテンバイクパーク 

サイクリングロードパンフレット】 
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【サイクリングマップ】 
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（３）サイクリングイベントの開催 

   本市においては、毎年県外からも多数のサイクリストが参加するツール・ド・おお

すみサイクリング大会や、霧島ヶ丘公園マウンテンバイクパークを活用したかのやマ

ウンテンバイカーズFESなど、様々なサイクリングイベントが定期的に開催されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ツール・ド・おおすみサイクリング大会】     【かのやマウンテンバイカーズFES】 

 

（４）鹿屋体育大学自転車競技部の活躍 

   全国唯一の国立の体育系大学である鹿屋体育大学自転車競技部が、毎年各種大会で

活躍しています。 

 

（５）CIEL BLEU KANOYA（シエルブルー鹿屋）の発足 

   2016リオデジャネイロオリンピックに出場した山本さくら選手（チームアドバイ

ザー）などが所属する、本市に活動拠点を置く地域密着型プロサイクリングチーム

「CIEL BLEU KANOYA（シエルブルー鹿屋）」が、平成27年10月に発足しました。 

 

 

 



24 

 

（６）サイクリストの受入環境 

   本市では、サイクリングターミナルやレンタサイクルが不足していることや、市街

地において自転車が安全に走行できる空間を十分に確保できるだけの幅員がある路線

が少ないことなどの影響もあり、サイクリストの受入環境の整備が進んでいない課題

があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイクリストの声 

温暖で海あり、山あり、大自然に囲まれ、平坦から山岳まできれいな道路

が整備された鹿屋市は、サイクリストにとって日本一の環境が整っていま

す。 
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第５章 計画の目標、施策の基本方向・取組 

１ 計画の目標 

本市の自転車を巡る現状と課題、推進法の目的・理念等を踏まえ、本市における自転車

活用の推進に関する目標を次のとおり設定します。 

 

■目標１【健康】 自転車を活用した健康づくりの推進 

生活習慣病やメタボリックシンドロームの該当者が増加しており、食生活や運動などの

生活習慣の改善が必要となっています。 

また、近年、高齢化の進行や人口の減少に伴い、健康寿命の延伸はますます重要な課題

となっています。 

こうした状況を踏まえ、サイクルスポーツや自転車通勤等、自転車を活用した健康づく

りに関する取組を推進することで、健康長寿社会の実現を図ります。 

 

■目標２【安全】 自転車事故のない安心・安全な社会の実現 

 自転車利用への転換を図るためには、自転車事故を低減する取組の強化が必要です。そ

のため、自転車の安全利用に係る普及啓発や交通安全教室などを通じて、自転車交通事故

ゼロの社会の実現を目指します。また、「鹿屋市交通安全計画」に基づき、交通ルールの遵

守を徹底します。 

 

■目標３【環境】 自転車を快適に利用できる環境の整備 

 自転車は身近な交通手段であることから、子どもから高齢者までの幅広い年齢層に利用

されており、利用者が快適に利用できる環境の整備が求められています。 

このため、自転車が安全に通行できるよう通行空間の整備を推進するとともに、サイク

リストサポート施設等の設置などに取り組みます。 

 

■目標４【観光】 サイクルツーリズムの推進による観光振興と地域活性化 

 近隣市町と連携し、魅力あるサイクリングコースの設定や、関連するイベントの開催な

ど、交流人口の増加や地域の活性化につなげます。 

 また、SNSやアプリ等を活用した情報発信にも取り組みます。 
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２ 実施すべき施策の基本方向・取組 

 設定した目標を達成するために必要となる各施策の基本方向と、具体的取組及び目標の

達成状況を評価するための各指標を次のとおり設定します。 
 

■目標１【健康】 自転車を活用した健康づくりの推進 

【指標】 成人のスポーツ実施率（週１回以上） 

       44.8%（令和元年） → 61.0％（令和５年）※ 

      成人のスポーツ実施率（週３回以上） 

21.5%（令和元年） → 28.0％（令和５年）※ 

※「第２次鹿屋市総合計画」の目標値（令和６年：週１回以上65.0%、週３回以上

30.0%）を参照 
 

〈施策の基本方向と取組〉 

① 自転車に触れ合う機会の提供 

  各種サイクリングイベント等において、自転車を体験できるような取組を進め、自転

車に触れ合う機会の提供に努めます。 

  また、自転車利用による健康増進や、環境意識の啓発を目的とした市民参加型のサイ

クリングイベントなどを開催し、自転車の魅力を体感してもらうことにより幅広い層へ

の自転車利用の浸透や自転車交通への理解を深めます。 

  ○各種サイクリングイベント等の開催 

   ・かのやサイクルフェスティバル 

・かのやマウンテンバイカーズFES  等 

○ミニサイクリングイベント等の開催 

・スポーツフェスタinかのや 

・サイクリングスタンプラリー  等 

 
 

 

② サイクリングコース整備の推進 

  いつでも、誰でも、サイクリングが楽しめるよう、サイクリングマップに掲載したサ

イクリングコースに案内板を設置するなど年次的な整備を推進します。 

また、維持管理や補修等を定期的に行うため、ボランティアの募集や業務委託なども

検討します。 

サイクリストの声 

自転車は１人で好きな時に自由に行えて、運動強度を調整しやすく、運動

能力に合わせた楽しみ方ができます。 
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  ○サイクリングコースの年次的な整備 

  ○サイクリングコースの定期的な維持管理、補修 

 

③ マウンテンバイクパークの利用促進 

  平成30年３月に整備した霧島ヶ丘公園マウンテンバイクパークを活用したイベントを

定期的に開催するなど、利用促進に努めます。 

  ○かのやマウンテンバイカーズFESの開催 

  ○マウンテンバイク教室の開催       等 

 

④ ライフスタイルの見直し 

  健康増進のため、通学・通勤における自転車利用を促進します。 

  また、マイカーひとやすみdayの取組を企業等へ推奨することで、市民が近隣場所へ

の移動手段を自動車から自転車へ変えることによるCO2削減の取組を推進します。 

○自転車通学・通勤等の推進 

○マイカーひとやすみdayの推奨 

○自転車通勤奨励制度の検討 

 
 

 

⑤ タンデム自転車やハンドサイクル等を活用した障がい者スポーツの推進 

  タンデム自転車やハンドサイクル等を活用した障がい者スポーツは、障がい者の生き

がいやＱＯＬの向上、健康長寿社会や共生社会の構築にも貢献するものであることから、

広報啓発や体験試乗などを通じて障がい者スポーツの推進を図ります。 

  ○タンデム自転車やハンドサイクル等の広報啓発 

  ○タンデム自転車やハンドサイクル等の体験試乗 

  

コロナ禍における通学や通勤の手段として、また「健康づくり」のアイテ

ムとしても自転車の価値は高いと思います。 

サイクリストの声 
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■目標２【安全】 自転車事故のない安心・安全な社会の実現 

【指標】 自転車乗車中の交通事故件数 

       21人（令和元年） → 現状値より減少（令和５年） 

                  （ゼロに近づける） 

 

〈施策の基本方向と取組〉 

① 自転車損害賠償保険への加入及びヘルメット着用促進 

本県においては、平成29年３月に「鹿児島県民のための自転車の安全で適正な利用に

関する条例」が施行され、平成29年10月１日から自転車損害賠償保険等への加入及び

中学生以下の子どものヘルメット着用が義務化されています。 

  このようなことから、本市においては、自転車安全運転講習会等を通して自転車損害

賠償保険等への加入及び中学生以下の子どものヘルメット着用を促進する取組を進める

とともにヘルメット購入補助制度の構築を検討します。 

○自転車損害賠償保険への加入促進 

○ヘルメット着用の促進 

○ヘルメット購入補助制度の創設 

 

 

 
 

 

② 自転車安全運転講習会の実施 

  自転車利用のルール、マナーを徹底するため、鹿児島県鹿屋警察署や鹿屋市交通安全

協会、自動車学校、さらには地域密着型プロサイクリングチーム「CIEL BLEU 

KANOYA（シエルブルー鹿屋）」等と連携し、小中学校等において自転車交通安全講習

会を定期的に開催します。 

○自転車安全運転講習会の開催 

 
 

 

自転車を始めて数か月で落車し大けがをしました。今では落車すること

はないですが、乗り始めは走行中が不安定になり、危険な場面に遭遇す

ることもあります。自転車に乗るときはヘルメットやプロテクターなど

を装着し、安全走行をすることが大切です。 

サイクリストの声 

最近、自転車に乗る人のマナー違反の話を多く耳にします。ルールを守

って走っている人がたくさんいても、自転車に乗る人のイメージが悪く

なっているのが悲しいです。一人ひとりがルールを守って安全に走行し

てほしいです。 
サイクリストの声 
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③ 自転車クリニックによる定期診断制度の検討 

本市にある自転車安全整備店（公益財団法人 日本交通管理技術協会認定）による、

自転車の整備点検を無料で行う制度の構築を検討します。 

  ○自転車定期診断制度の構築 

＜鹿屋市自転車安全整備店＞ 

 

店舗名 住所 電話番号 

鹿屋サイクルショップ★GO 鹿屋市川西町４８５７－５ 0994-44-4939 

㈱きたやま 鹿屋市寿８－１－３８ 0994-43-3505 

高野サイクル 鹿屋市上野町４８６６－４６ 0994-44-8073 

フロッグ サイクル 鹿屋市川西町２４９４－１４ 0994-45-5833 

マルイワサイクル 鹿屋市寿５－１０－１１ 0994-42-2510 

山元モーターサイクル 鹿屋市川西町４４５９－１ 0994-42-4741 

 

④ 自転車免許証の検討 

自転車の正しい交通ルールを楽しみながら学習し、守ってもらうため、各小学校にお

いて、自転車の交通ルールに関するテストを受講した児童に対して「鹿屋市自転車免許

証」を交付する制度を検討します。 

免許証には、自転車の安全利用に関するルール等を記載し、普段から繰り返し見返し

てもらうことで、自然と正しい乗り方を身に付けられるものとします。 

また、「鹿屋市自転車免許証」を携帯・提示する児童を対象に、市有施設において利用

料金の割引などの特典を受けられる制度を検討します。 

○自転車免許証の交付 

 

⑤ 自転車走行環境整備の推進 

  自転車が快適に利用できるように、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

に基づき、自転車走行環境の整備を推進するとともに、自転車を駐車できる駐輪場や空

気入れやパンク修理が可能な拠点施設（サイクリングターミナル）の整備を推進します。 

また、ホームページやSNS等において、自転車が走行可能な歩道「自転車歩行者道」

の設定箇所を周知することで、自転車に乗る人にとっても歩行者にとっても安全な環境

の整備を推進します。 

  さらに、生活道路を含む区域については、交通量に応じてゾーン30の指定を働きかけ

ます。 

  ○サイクリングコースの年次的な整備 ※再掲 

  ○サイクリングターミナルの整備 

○自転車歩行者道の周知 
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  ○ゾーン30の指定 

 

⑥ 自転車通行帯ライン整備の推進 

  自転車が通行しやすい環境を整備するため、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド

ライン」を参考に道路に自転車通行ラインを表示し、自転車道の整備を推進します。 

  ○サイクリングコースの年次的な整備 ※再掲 
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■目標３【環境】 自転車を快適に利用できる環境の整備 

【指標】 サイクリストサポート施設（トイレ利用・工具配備等）の設置 

       ０施設（令和元年） → 25施設（令和５年） 

 

〈施策の基本方向と取組〉 

① サイクリングターミナル、サイクリストサポート施設等の整備 

自転車の修理等が行える拠点施設（サイクリングターミナル ）や市内宿泊施設及びコ

ンビニエンスストア等と連携したサイクリストサポート施設（トイレ利用・工具配備等）

の整備を推進します。また、サイクリングターミナルには、手荷物預所やレンタサイク

ルを設置します。 

さらに、近隣市町との連携を図り、大隅半島を周回できるように広域市町でレンタサ

イクルの貸し戻しが出来るようネットワークの構築を検討します。 

  ○サイクリングターミナルの整備 ※再掲 

  ○サイクリストサポート施設の整備 

  ○広域サイクリングネットワークの構築 

 
 

 

② レンタサイクルの導入促進、サイクルスタンドの整備 

  誰でも気軽に自転車を利用できるサイクルツーリズムと連動した環境整備として、交

通や観光の拠点となる交流拠点施設や市内宿泊施設等へレンタサイクルの導入を促進す

るとともに、サイクルスタンドの整備を推進します。 

また、廃棄された自転車や放置自転車をレンタサイクルとして再利用することを検討

します。 

  ○レンタサイクルの導入促進 

  ○サイクルスタンドの整備 

  ○廃棄・放置自転車の再利用 

 

 

 

③ 電動アシスト付自転車等購入補助の検討 

  高齢者や女性の方でも気軽に自転車で移動できるよう、電動アシスト付自転車等の購

入補助制度の構築を検討します。 

サイクリストの声 

トイレ利用や工具等を置いたサポート施設が増えることで、サイクリスト

から喜ばれ、「自転車のまち」としての機運が醸成されてくると思いま

す。 
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また、先行して市役所の公用車として電動アシスト付自転車の導入を検討するなど、

制度のPR等の機運醸成に努めます。 

  ○電動アシスト付自転車等購入補助制度の構築 

   ※電動アシスト付に限らず、ロードバイク等の自転車購入補助制度も検討します。 

 

④ 自転車まちづくりサミット（広域）の開催に向けた検討 

  大隅地域の関係市町で連携し、経験豊富な医師やJPTEC インストラクター、救命士

等を講師として招聘し、先進自治体等の取組事例や意見交換等、交流を推進するため

「自転車まちづくりサミット」の開催を検討します。 

  ○自転車まちづくりサミットの開催 

 

⑤ サイクルバス・タクシーの運行に向けた取組の検討 

  自転車で観光した後、手軽に交通機関を利用できるよう、自転車の運搬が可能な路線

バスやタクシーなど、自転車の利用範囲が広がる移動環境の確保に努めます。 

また、レンタカー事業者とも連携し、サイクルキャリアを装備したレンタカーの導入

についても検討します。 

  ○公共交通機関等への自転車ラック整備補助制度の構築 

  ○自転車レスキュータクシーの導入に向けた事業者との調整 

 

⑥ 誘導サイン整備の推進 

いつでも、サイクリングが楽しめるようサイクリングコースを表示した案内看板や誘

導サインの整備を推進します。 

また、県や近隣市町、観光地等との連携を図り、統一したレイアウトの検討も進めま

す。  

○サイクリングコース誘導サインの整備 

 

⑦ 自転車走行環境の整備 ※再掲 

 

⑧ 自転車通行帯のライン整備 ※再掲 

 

⑨ サイクリングコースの整備 ※再掲 
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■目標４【観光】 サイクルツーリズムの推進による観光振興と地域活性化 

【指標】 サイクルツーリズムにおけるモデルルートの設定数 

       ０ルート（令和元年） → ３ルート（令和５年） 

 

〈施策の基本方向と取組〉 

① モデルルートの設定 

鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略で位置づけられた自転車によるまちづくりを

推進するため、大隅半島の環境を生かした広域的なモデルルートの設定を行うなど、県

や近隣市町、㈱おおすみ観光未来会議等との連携を強化します。 

  ○モデルルートの設定 

 

② サイクリングマップの作成、サイクリングツアーの検討 

  観光施設や自然・歴史学習が楽しめる場所、自転車の整備、点検ができる箇所や休憩

施設、駐輪場等を掲載したサイクリングマップを作成するとともに、フェリーさんふら

わあを活用した大隅広域サイクリングツアーやフィットネスパース・肝属川河川敷コー

スなどを活用したミニサイクリングツアーの造成を検討します。 

  ○サイクリングマップの作成 

○サイクリングツアーの造成 

 

③ サイクリングイベントの内容充実 

  自転車の凄味や楽しさを伝え、スポーツの振興及び地域経済の活性化などを図ること

を目的に、「ツール・ド・おおすみサイクリング大会」等のサイクリングイベントの内容

充実に向けた取組を支援します。 

  ○サイクリングイベントの内容充実 

 
 

 

④ シンボルイベントの検討 

域外からのサイクリストを誘客することを目的に、かごしま国体のコースを活用した

サイクリングイベントの造成を検討します。 

  ○シンボルイベントの開催 

 

⑤ 自転車を活用した観光客の誘客 

  外国人を含む観光客に対して本市における自転車によるまちづくりの取組を発信する

サイクリストの声 

ツール・ド・おおすみには全国各地から多くの方が参加され、魅力あるサ

イクリングイベントとして認知されています。 



34 

ことで、自転車を活用した誘客促進に努めます。 

  ○海外に向けた情報発信 

  ○戦略、ターゲット（エリア、年代）などの設定 

  ○商品化（おもてなし体制の整備など）に向けた検討 

  ○ターゲットに合わせた情報発信 

 

⑥ スマートフォンを活用したサイクルツーリズムの推進 

  本市に訪れたサイクリストが、本市の魅力を相互に発信し共有できるよう、SNS等を

活用した情報発信に努めます。 

  また、いつでも、誰でもサイクリングが楽しめるよう、本市及び近隣市町の自転車情

報や観光情報等が集約された地図システムと連動した地方版サイクリングアプリの導入

を検討するなど、サイクリストのコミュニティの輪を広げる取組を進めます。 

  ○SNS等を活用した情報発信 

  ○地方版サイクリングアプリの導入 

 
 

 

⑦ 自転車に触れ合う機会の提供 ※再掲 

 

⑧ サイクリングコースの整備 ※再掲 

 

⑨ 誘導サインの整備 ※再掲 

 

⑩ サイクリングターミナル、サイクリストサポート施設等の整備 ※再掲 

 

  

サイクリストの声 

「自転車のまち」になるためには、SNS などを活用して、鹿屋市の魅力

を全国や世界へ発信することが必要だと思います。 



35 

第６章 計画の推進体制、フォローアップ及び見直し 

１ 計画の推進体制 

 本計画の推進に当たっては、関係課が連携した庁内体制を充実させるとともに、大隅地

域の市町と連携し、自転車のまちづくりを推進します。 

また、市民、企業、行政等が協働で推進する体制を検討するとともに、本計画の着実な

推進に向けて、イベントやホームページ等と通じて、広く市民に自転車活用に関するＰＲ

を図ります。 

 

《協働》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《自転車の輪の拡大》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働

市民

企業行政

自転車の諸性能をよく整理し、

普段の生活の中で自転車利用を

増やしていきます。 

企業として環境対策等の社会

的責任を認識し、積極的に自

転車利用の促進を行います。 

自転車走行空間等の整

備や、関係課が連携し

た仕組みづくりを進

め、自転車利用の促進

を行います。 

市民

自転車利
用者

自転車関
連団体

企業

自転車店

スポーツ 

イベント 

文化イベント 

PR イベント 

交通安全教育 

健康・レクリ

エーション 
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２ 計画のフォローアップ及び見直し 

 本計画の実現に向けては、進捗状況について設定指標を用いたフォローアップを行いま

す。 

 また、社会情勢の変化等を踏まえて、必要に応じて本計画の見直しを行います。 
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（巻末資料）モデルルート 

 


